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令和８年３月１９日 
 

特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令（３
か月）及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁
止命令（３か月）について 
 
〇 消費者庁は、サプリメントを販売する通信販売業者である株式会社ピュ

レアス（本店所在地：東京都渋谷区）（以下「ピュレアス」といいます。）

に対し、令和８年３月１６日、特定商取引法第１５条第１項の規定に基づ

き、令和８年３月１７日から同年６月１６日までの３か月間、通信販売に

関する業務の一部（広告、申込受付及び契約締結）を停止するよう命じま

した。 

 

〇 あわせて、消費者庁は、ピュレアスに対し、特定商取引法第１４条第１

項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずること

などを指示しました。 

 

〇 また、消費者庁は、ピュレアスの代表取締役である坂本 圭悟（さかも

と けいご）に対し、特定商取引法第１５条の２第１項の規定に基づき、

令和８年３月１７日から同年６月１６日までの３か月間、前記業務停止命

令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること（当該業務

を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。）の禁止を命

じました。 

 

１ 処分対象事業者等 

（１）名   称：株式会社ピュレアス 

（法人番号：９０１０４０１１５７０１７） 

（２）本店所在地：東京都渋谷区道玄坂１丁目１０番８号 

（３）代 表 者：代表取締役 坂本 圭悟 

（４）設   立：令和２年１２月７日 

（５）資 本 金：１００万円 

（６）取 引 類 型：通信販売 

（７）取 扱 商 品：サプリメント 

 

２ 特定商取引法の規定に違反する行為 
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（１）誇大広告（有利誤認）（特定商取引法第１２条） 

（２）特定申込みに係る手続が表示される映像面における表示義務違反（特定

商取引法第１２条の６第１項） 

（３）特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示（特定商取

引法第１２条の６第２項） 

 

３ 消費者庁がした各行政処分の詳細は、以下の各別紙のとおりです。 

  別紙１：ピュレアスに対する行政処分の概要 

  別紙２：坂本 圭悟に対する行政処分の概要 
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【本件に関するお問合せ】 

 

本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて

消費者庁と共に特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で

承ります。お近くの経済産業局まで御連絡ください。 

なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話

を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲

介を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。 

  

北海道経済産業局消費者相談室     ０１１－７０９－１７８５ 

東北経済産業局消費者相談室      ０２２－２６１－３０１１ 

関東経済産業局消費者相談室      ０４８－６００－０３４０ 

中部経済産業局消費者相談室      ０５２－９５１－２８３６ 

近畿経済産業局消費者相談室      ０６－６９６６－６０２８ 

中国経済産業局消費者相談室      ０８２－２２４－５６７３ 

四国経済産業局消費者相談室      ０８７－８１１－８５２７ 

九州経済産業局消費者相談室      ０９２－４８２－５４５８ 

沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 ０９８－８６２－４３７３ 

 

 

本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルについて、相談・あっせん

を要望される場合には、以下の消費者ホットラインを御利用ください。 

 

○ 消費者ホットライン（全国統一番号）  １８８（局番なし） 

身近な消費生活相談窓口を御案内します。 

※一部の IP 電話、プリペイド式携帯電話からは御利用いただけません。 

○ 最寄りの消費生活センターを検索する。 

https://www.kokusen.go.jp/map/index.html 
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  （別紙１） 

 

株式会社ピュレアスに対する行政処分の概要 

 

１ 事業概要 

株式会社ピュレアス（以下「ピュレアス」という。）は、ピュレアスが運用

するウェブサイト（そのＵＲＬがｈｔｔｐｓ：／／ｏｎｅｓ－ｕｐ．ｊｐ／

ｓｈｏｐで始まるもの）において、パソコン、スマートフォン等の情報処理

の用に供する機器を利用する方法により、消費者から「ワンズアップ」と称

するサプリメント（以下「本件商品」という。）等の売買契約の申込みを受け

て本件商品を販売していることから、このようなピュレアスが行う本件商品

の販売は、特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号。以下「特定

商取引法」という。）第２条第２項に規定する通信販売（以下「通信販売」と

いう。）に該当する。 

 

２ 処分の内容 

（１）業務停止命令 

ピュレアスは、令和８年３月１７日から同年６月１６日までの間、通信

販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 

ア ピュレアスが行う通信販売に関する商品の販売条件について広告をす

ること。 

イ ピュレアスが行う通信販売に関する商品の売買契約の申込みを受ける

こと。 

ウ ピュレアスが行う通信販売に関する商品の売買契約を締結すること。 

 

（２）指示 

ア ピュレアスは、商品の販売条件について広告した際、商品の売買契約

の解除に関する事項について、実際のものよりも著しく有利であると人

を誤認させるような表示をしていた。また、特定商取引法第１２条の６

第１項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の

技術を利用する方法により顧客の使用に係る電子計算機の映像面に表示

する手続に従って顧客が行う通信販売に係る売買契約の申込み（以下「特

定申込み」という。）に係る手続が表示される映像面において、商品の販

売価格を表示しておらず、また、商品の売買契約の解除に関する事項に

つき人を誤認させるような表示をしていた。かかる行為は、特定商取引

法に違反するものであることから、その発生原因について、調査分析の

上検証し、法令遵守体制の整備その他の再発防止策（法令及び契約に基
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づく返金及び解約の問合せ等に適切かつ誠実に対応することを含む。）を

講じ、これらをピュレアスの役員及び従業員に、前記（１）の業務停止

命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。 

イ ピュレアスは、通信販売により、ピュレアスの商品に係る売買契約を

締結しているところ、令和７年７月１６日から令和８年３月１６日まで

の間にピュレアスとの間で通信販売により当該売買契約を締結した全て

の相手方に対し、以下の（ア）から（ウ）までの事項を、消費者庁のウェ

ブサイト（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｃａａ．ｇｏ．ｊｐ）に掲載され

る、ピュレアスに対して前記（１）の業務停止命令及び本指示をした旨

を公表する資料を添付して、令和８年４月１６日までに書面により通知

し、同日までにその通知結果について消費者庁長官宛てに書面又は電磁

的方法（通知したことを証明するに足りる証票及び通知書面を添付する

こと。）により報告すること。 

なお、令和８年３月３０日までに、契約の相手方に発送する予定の通

知書面の記載内容及び同封書類一式をあらかじめ消費者庁長官宛てに書

面又は電磁的方法により報告し承認を得ること。 

（ア）前記（１）の業務停止命令の内容 

（イ）本指示の内容 

（ウ）後記４（２）及び（３）の内容 

ウ 後記４（１）の内容を消費者に周知すること。 

エ ピュレアスは、今後、ピュレアスが行う通信販売について、特定商取

引法の各規定を遵守すること。 

 

３ 処分の根拠となる法令の条項 

特定商取引法第１４条第１項及び第１５条第１項 

 

４ 処分の原因となる事実 

  ピュレアスは、以下のとおり、特定商取引法に違反する行為をしており、

消費者庁は、通信販売に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害される

おそれがあると認定した。 

（１）誇大広告（有利誤認）（特定商取引法第１２条） 

ピュレアスは、少なくとも令和７年７月１６日から同年１０月２１日ま

での間に、別添１のとおり、本件商品の販売条件について広告をしたとき、

「今ならキャンペーン価格５００円で買えちゃうんです！」、「便利でオト

クな定期コース（次回以降、自動でお届け） 通常価格 ９，９８０円（税

込）→初回価格 ８００円（税込） ９２％ＯＦＦ 送料無料」、「通常価

格９，９８０円のところ…。→→→８００円！！ さらに！！このページ
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からの申し込みで本日限定でクーポン発行中！ このクーポンが出たら５

００円です！ つまり、この機会を逃すと、９，４８０円をドブに捨てる

ことに…」、「最先端の痩身成分がたったワンコインで購入できるなんて

…。」、「そんなに安いって何か裏があるんじゃ…定期縛りとか… そんなの

ないので満足したらいつでも解約できますよ！」、「定期縛りなし！！ １

回で解約ＯＫ！」、「９５％ＯＦＦ 豪華特典付き 初回５００円（税込） 

送料無料 返金保証 縛りなし」などと表示することにより、あたかも、

別添１の表示があったウェブページ（以下「本件広告ページ」という。）又

は本件広告ページから遷移した先のウェブページから申し込むことのでき

る本件商品の販売条件につき、５００円のみを支払うことによって本件商

品１袋を購入することができ、本件商品を１回（本件商品１袋）のみ受け

取った後、追加の金銭的負担なく契約を解除することができるかのような

表示をしていた。 

しかし、本件広告ページからはチャットボットページ（以下「本件チャッ

トボットページ」という。）へ遷移する構造であったところ、本件チャット

ボットページにおいて申込みができる契約である「スタイリッシュコース

５」と称する定期購入契約（以下「本件定期購入契約」という。）は、実際

には、２回目の受取をせずに契約を解除する場合に税込９，４８０円の支

払いが義務付けられている等、追加の金銭的負担なく本件商品を１回（本

件商品１袋）のみ受け取って契約を解除することができないものであった。 

（２）特定申込みに係る手続が表示される映像面における表示義務違反（特定

商取引法第１２条の６第１項） 

ピュレアスは、少なくとも令和７年７月２９日から同年９月９日までの

間に、別添２のとおり、本件チャットボットページ上で本件定期購入契約

の特定申込みを受ける場合、当該特定申込みに係る手続が表示される映像

面（以下「本件最終確認欄」という。）において、本件定期購入契約に基

づいて販売する本件商品の価格（本件商品の２回目以降の引渡時の送料を

含む。）について表示していなかった。 

（３）特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示（特定商取

引法第１２条の６第２項） 

ピュレアスは、少なくとも令和７年７月２９日から同年９月９日までの

間に、別添２のとおり、本件チャットボットページ上で本件定期購入契約

の特定申込みを受ける場合、本件最終確認欄において、「◆ご注文内容

◆」と題された欄内に「商品名：ワンズアップ 通常価格：９，９８０円 

割引：－９，４８０円 合計：５００円」と表示し、本件定期購入契約の

販売条件のうち、最初に引き渡す商品の販売価格等のみを分離して強調す

る形式で表示し、あたかも、本件最終確認欄から申し込むことのできる本
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件商品の販売条件につき、５００円のみを支払うことによって本件商品１

袋を購入することができ、本件商品を１回（本件商品１袋）のみ受け取っ

た後、追加の金銭的負担なく契約を解除することができるかのような表示

をしていた。 

しかし、本件チャットボットページから申し込むことができる本件定期

購入契約の内容は、実際には、前記（１）のとおりであった。 
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（別紙２） 

 

坂本 圭悟に対する行政処分の概要 

 

１ 名宛人 

  坂本 圭悟（以下「坂本」という。） 

 

２ 処分の内容 

  坂本が、令和８年３月１７日から同年６月１６日までの間、次の業務を新

たに開始すること（当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となるこ

とを含む。）を禁止すること。 

（１）特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号。以下「特定商取引

法」という。）第２条第２項に規定する通信販売（以下「通信販売」とい

う。）に関する商品の販売条件について広告をすること。 

（２）通信販売に関する商品の売買契約の申込みを受けること。 

（３）通信販売に関する商品の売買契約を締結すること。 

 

３ 処分の根拠となる法令の条項 

  特定商取引法第１５条の２第１項 

 

４ 処分の原因となる事実 

（１）別紙１のとおり、株式会社ピュレアス（以下「ピュレアス」という。）に

対し、特定商取引法第１５条第１項の規定に基づき、ピュレアスが行う通

信販売に関する業務の一部を停止すべき旨を命じた。 

（２）坂本は、ピュレアスの代表取締役であり、かつ、ピュレアスが停止を命

ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 

 

 



別添１

本件商品の販売条件に関する表示



別添２

本件定期購入契約の特定申込みに係る手続が表示される映像面


